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１これまでの経過
２施設更新のあり方
３ 料金制度のあり方

４今後の取組

説明内容
資料１
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１ これまでの経過
●諮問までの経過

効率的かつ効果的な取組により、
安定的な水の供給を継続していくとともに、
健全な事業運営を実施していくため、
多角的な視点での意見が必要

事業の現状
①多くの施設が老朽化し、計画的な施設更新が必要な状況
②脱炭素社会への転換などにより工業用水の需要が更に減少
③契約水量の乖離による料金制度の見直しについての要望

こうした
状況から

令和４年４月に、
「施設更新のあり方」と「料金制度のあり方」について

川崎市上下水道事業経営審議委員会へ諮問
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１ これまでの経過

●委員会における検討は、委員会の下部に学識者で構成する部会を
設置し、より専門的かつ機動的な体制で進められた。

●答申までに委員会を3回、部会を5回開催し検討を進めた。
●答申は3月29日に、委員長から上下水道事業管理者へ手交。

3/29
答申
手交

令和４年度

委員会 4/28

部会
12/21 2/22

11/15 3/22

10/268/255/17

第１回 第２回 第３回

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

諮問 中間
まとめ

答申案
審議

●答申までの経過
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２ 施設更新のあり方

長沢浄水場

多摩川

生田浄水場

東京湾

平間配水所

浄水場連絡管

送水管連絡管第１導水ずい道

第２導水ずい道
潮見台着水井

新１号送水管整備

2号送水管
60年経過

3号送水管
57年経過

１号送水管
68年経過

RC鋼管1300㎜
L=16.4㎞

RC鋼管1200㎜
L＝21.6㎞

RC鋼管950㎜
L=15.8㎞

既設２号
送水管更新

新１号
送水管整備

既設３号
送水管更新

【工事中】送水管更新（概ね45年）

既設１号
送水管更新(一部)

●当初の管路更新方法（水需要52万m3/日）
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●４つの更新方法案

4.  臨海配水所(仮)の整備3.  平間配水所の能力増強

2. 新1号送水管の整備(一部分)1. 新1号送水管の整備(全部)

P
臨海配水所
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3号送水管との並走部分について撤去可能
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部１号送水管

浄
水
場

連
絡
管

生田
浄水場

長沢
浄水場

平間
配水所送

水
連
絡
管

新１号
送水管

3号送水管との並走部分について撤去可能

上水管
より受水

上水管
より受水

上水管
より受水

上水管
より受水

上水管より受水

令和３年度までに
実施したすべての利
用者に対する２回の
水需要調査の結果か
ら、５年後の需要が
約39万m3/日であ
ることが把握できた
ことから、その値を
基に更新方法を検討
した。
需要を見直したこ

とで、当初の更新方
法以外の更新方法も
選択可能となり、４
つの案を様々な角度
から比較検討した。

２ 施設更新のあり方
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●４つの更新方法を比較検討するための評価項目

２ 施設更新のあり方

●更新に要する費用に加え、更新後の施設における
維持管理費について経済性を評価持 続

柔 軟 ●水需要の先行きが不透明であることを踏まえ、見直しが
可能な段階的な計画となっているか柔軟性を評価

強 靭 ●浄水場等の設備のメンテナンスや事故による断水時に
おけるバックアップ能力を評価

安全・安心 ●水圧の管理が容易であり、安定的に水を供給することが
可能であるかを評価

環 境
●CO2排出量の観点など、地球環境に配慮した施設と
なっているかを評価

川崎市上下水道ビジョンに掲げる目指すべき将来像
『安全・安心』『強靭』『環境』『持続』

長期計画策定で大切な視点
『柔軟』 審議において

特に重要と考える項目
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２ 施設更新のあり方
●更新方法のあり方

新１号送水管更新案

平間配水所能力増強案

 将来の需要が不透明な中での
管路更新は、より柔軟性の高
い方法で実施する必要がある
ことから、既存の上水受水を
積極的に活用した平間配水所
能力増強案により、計画策定
を進めていくべきである。

3.  平間配水所の能力増強

３号送水管

２号送水管

臨

海

部１号送水管

浄
水
場

連
絡
管

生田
浄水場

長沢
浄水場

平間
配水所
【増強】

送
水

連
絡
管

上水管
より受水

※管路更新に当たっては、事故等による２本以上の
送水管の断水に伴う減圧・減水等のリスクなどに
ついて、工業用水道利用者との協議により理解を
得る必要がある。
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 工業用水道事業の支出において、上水受水費の割合が大きい。
 工業用水道事業の収入は、今後、減少することが見込まれている。
 上水受水費の見直しは、水道事業とのバランスを取ることが必要である。

２ 施設更新のあり方
●上水受水のあり方
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※減価償却費等には固定資産除却費及びたな卸資産減耗費を含む

320億円

水道事業収入

上水受水の
受水費
約27億円
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支出 収入
Ｒ３

施設規模
最適化による
収入減少

上水受水費

維持管理費

減価償却費等※

工業用
水道料金

その他

支出 収入
契約水量見直し 39万㎥

収入
Ｒ３

工業用水道事業収支

上水受水費

維持管理費

減価償却費等※

工業用
水道料金

その他

億円

水道料金

工水への給水分

加入金等

億円
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２ 施設更新のあり方
●浄水場規模のあり方

第１導水ずい道

第２導水ずい道道志ダム

相模ダム

宮ケ瀬ダム

道志川

津久井分水池

沼本取水口
稲田取水所

上河原堰堤

多摩川

潮見台着水井

生田さく井

淵野辺接合井
下九沢分水井

相模川

城山ダム

沼本ダム

●長沢浄水場【能力維持】 ●生田浄水場【能力縮小】

●平間配水所【能力増強(ﾎ゚ ﾝﾌ゚ 増設)】
現 状︓4.0万ｍ3/日

送水管更新
完了後︓4.0万ｍ3/日

※能力増強により給水上限が8万m3/日 から10万m3/日へ上昇

現 状
給水能力
52.0万ｍ3/日

送水管更新完了後
給水能力
39.0万ｍ3/日

現 状︓23.5万ｍ3/日（相模川水系）
送水管更新
完了後︓23.5万ｍ3/日（相模川水系）
※送水管更新工事中に長沢浄水場を更新

現 状︓24.5万ｍ3/日（多摩川・地下水系）
送水管更新
完了後︓11.5万ｍ3/日（多摩川・地下水系）
※送水管更新工事中は能力維持が必要なため能力を保有

 最適な施設配置については、安定給水の維持、管路の断水や取水不良による浄水
施設の停止などに対する強靭性、地球環境への配慮、事業運営の持続を考慮して
建設投資及び維持管理費を極力抑える経済性などを踏まえる必要があることから、
送水管更新完了後の浄水場規模は、自然流下にて導・送・配水を行う長沢浄水場
を主体とした施設整備計画とすべきである。
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●ふさわしい施設更新のあり方

２ 施設更新のあり方 まとめ

 新1号送水管を整備せずに上水受水
を有効に活用することで水需要が変
動した場合にも柔軟に対応できる
「平間配水所能力増強」案で管路更
新を進めるべきである。

１．上水受水を活用した柔軟性の高い管路更新

 上水受水活用に当たっては、柔軟な発想を用い、受水単価の見直しを含め、
両事業のバランスをとるべきである。

２．上水受水の活用を見据えた受水単価の見直し

 送水管更新完了後の施設配置は、
自然流下にて導・送・配水を行う
長沢浄水場を主体とし、送水管更
新工事中のバックアップについて
は上水受水を活用する施設整備計
画とすべきである。

３．将来の水需要に応じた最適な施設配置

送水管更新
工事中の評価

新１号
送水管
(全部)

新１号
送水管
(一部分)

平間
配水所
能力増強

強 靭 ○ ○ △
柔 軟 × × ○

総 評 △ △ ○

送水管更新
完了後の評価

長沢浄水場
主体

生田浄水場
主体

環 境
(電力使用量 GWh/年)

○
（13.1）

△
（22.6）

持 続※

（費用合計億円【税抜】）
○

（601）
△

（673）
総 評 ○ △
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 工業用水道料金は、経済産業省が定める「工業用水道料金算定要領」に従い、
総括原価方式により算定することになっている。

 川崎市の前回の料金改定は平成22年４月であり、算定要領は平成25年2月に改正
されている。

３ 料金制度のあり方

【現行の工業用水道料金算定要領における総括原価方式】

総括原価 営業費用 営業外費用 資産維持費 控除項目

人件費、動力費、
薬品費、修繕費、
減価償却費等

支払利息、
引当金等

一般会計補助金、
受取利息等

改正前 改正後

料金算定期間 原則として４月を始期とした１年間を
単位とする将来の３年間とする。 標準的な料金定期間を5年間とする。

算定方法 ・総括原価方式（損益ベース）
・事業報酬を含む

・総括原価方式（損益ベース）
・資産維持費を含む

【工業用水道料金算定要領の主な改正点】

●総括原価について

将来の事業用資産の建設、
改良又は再構築等に充当
されるべき額
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項目
算定期間総額（平成22年4月〜平成25年3月）
固定的経費 変動的経費

金額（千円） 単価 金額（千円） 単価
営業費用 A 19,175,350 33.8 1,007,426 2.3
維持管理費 15,260,276 26.9 1,007,426 2.3
人件費 2,999,868 5.3
動力費 293,091 0.5 771,829 1.8
薬品費 93,957 0.2
修繕費 417,401 0.7
受水費 8,110,400 14.3
負担金 2,100,882 3.7
その他維持管理費 1,338,634 2.4 141,640 0.3
減価償却費 3,915,074 6.9
営業外費用 B 796,630 1.4
支払利息等 733,166 1.3
事業報酬 63,464 0.1
費用計 A＋B＝C 19,971,980 35.2 1,007,426 2.3
控除項目 D 480,242 24,224
総括原価 C-D＝E 19,491,738 983,202
契約水量（千㎥） F 567,662
使用水量（千㎥） G 437,523
基本 E/F 使用 E/G 基本料金 34.4 使用料金 2.3

３ 料金制度のあり方

 工業用水道事業の料金制度は、責任消費水量制・二部料金制・その他（選択制等）に
大別される。

 全国的には責任消費水量制が主流であるが、社会情勢や産業構造の変化等により、
契約水量と使用水量が大きく乖離してきていることから、使用実態に即した二部料金
制度を採用する事業体が増加している。

 川崎市では、平成22年度から二部料金制を採用しているが、単価の比率に偏り
（約94%が基本料金）がある状態となっている。

【川崎市工業用水道料金の総括原価内訳】 【二部料金制の考え方】

93.7% 6.3%

●二部料金制について

固定的経費
人件費、減価償却費、

維持管理費、支払利息など

変動的経費
動力費、
薬品費など

総括原価

使用水量の変動にかかわらず、水道
施設の維持管理に不可欠な固定的
費用であることから、契約水量に基づ
き固定的に費用を回収する。

費用回収の考え方

使用水量の多寡に応じて変動
する費用であることから、使用水量
に基づき費用を回収する。

費用回収の考え方

基本料金
（責任消費水量制）

使用料金
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３ 料金制度のあり方

 会社数割合で約7割の利用者が契 約 水 量 の 見 直 しが望ましいと回答。
 契約水量の多い利用者を中心に負 担 金 制 度 ※の導入を望む回答が多い。
 契約水量と使用水量の乖離が一定期間継続した場合には、再び契約水量
の見直しができるようにするなど、責任消費水量制を期限付きとする
要望もある。

見直しが望ましい
71%

見直しの必要はない
18%

その他
11%

負担金制度の
導入が望ましい

30%

責任消費水量制に期限を
設けることが望ましい

29%

現在の責任消費水量制の
継続が望ましい

22%

その他
19%

負担金制度の
導入が望ましい

56%
責任消費水量制に期限
を設けることが望ましい

16%

現在の責任消費水量制の
継続が望ましい

9%

その他
19%

【契約水量の見直し】
（会社数割合）

【責任消費水量制の見直し】
（会社数割合）

【責任消費水量制の見直し】
（契約水量割合）

●責任消費水量制について

※契約水量を減量する際に負担金を徴収する制度
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３ 料金制度のあり方

 年間推移から、超過水量は夏場に多く発生している。
 令和３年度において、超過水量が発生したのは利用者58社のうち21社である。
 使用者別の一日最大超過水量において、最も多い超過水量は10,000㎥/日を超えて
いる。

10,000㎥/日以上
1社

10,000㎥/日未満
7社

1,000㎥/日未満
10社

100㎥/日未満
3社

【一日最大超過水量（R3実績※）】

全21社

※令和3年度において超過水量が発生した
21社の日別超過水量を整理

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

超過水量
（㎥/日） 【超過水量の年間推移（R3実績※）】

0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏場に超過水量が多く発生

●超過水量について
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３ 料金制度のあり方

 川崎市においては、新規契約時は300㎥/日、減量承認時は250㎥/日を最低契約水量
としている。

 令和3年度末において、新規契約時の最低契約水量300㎥/日に該当する利用者は2社、
減量承認時の最低契約水量250㎥/日以上300㎥/日未満に該当する利用者は15社で
ある。

 契約水量300㎥/日以下である17社のうち、約7割が使用率40％未満である。

●最低契約水量について

※契約水量に対する使用水量（超過水量は含まない）の割合

10,000㎥/日以上
10社

10,000㎥/日未満
23社

1,000㎥/日未満
8社

300㎥/日
2社

250-300㎥/日未満
15社

【契約水量別の利用者数】

全58社
契約水量

515,470㎥/日

80%以上
1社 60-80%未満

2社

40-60%未満
2社

20-40%未満
5社

20%未満
7社

【契約水量300㎥/日以下の利用者別使用率※】

全17社
平均使用率
33.9％

約7割が
使用率
40％未満

契約水量
300㎥/日以下の
利用者17社

＜参考＞
全58社の使用率

約75%
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●ふさわしい料金制度のあり方

３ 料金制度のあり方 まとめ

 二部料金制を継続した上で、基本料金と使用料金の比率を適正に見直すべきである。
２．二部料金制（基本料金＋使用料金）の一部見直し

 総括原価における各費用項目の変化を適切に反映し、資産維持費の導入を進めるべきである。
１．総括原価の見直し

 契約水量の減量は認めつつも、投下資金の回収を目的として利用者に対して一定の
減収補填を求める制度を導入するとともに、他都市への全面移転に伴う減量につい
ても制度を適用すべきである。

 明確な算定根拠や現行の減量承認制度とのすみ分けを行うべきである。

３．責任消費水量制における減量負担金の導入

 超過水量を抑制する必要があるため、超過料金の見直しを進めるべきである。
４．超過料金の見直し

 減量の余地はないことから、最低契約水量の引き下げを進めるべきである。
５．最低契約水量の見直し
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３ 料金制度のあり方 まとめ

 施設更新や料金制度は、利用者への安定供給や
財政負担など直接影響するものが多く、利用者
への十分な説明のもとで、速やかな実施を望む
ものであるが、令和2年度の需要調査における、
「5年後の契約水量の見通し」を基に検討を進め
たことなどを踏まえ、引き続き利用者との対話
の機会を設けながら、新たな料金制度について
令和7年度中の導入に向けて進めることを期待
する。

提言

●ふさわしいあり方を目指す上での提言
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４ 今後の取組

施設更新
計画

 平間配水所能力増強による管路更新
 上水受水単価の見直し
 長沢浄水場を主体とした施設配置

新料金
制度

 資産維持費の導入
 二部料金の比率の見直し
 減量負担金制度導入
 超過料金の値上げ
 契約水量の引き下げ

利用者理解が不可欠

・リスクの共有
・新料金制度の考え方
・将来の契約水量

●答申の内容を反映した更新計画と料金制度の策定を目指す
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４ 今後の取組
●新料金制度導入までの想定スケジュール
 今後の水需要は施設更新や料金収入に直接影響を及ぼすことから、改めて
調査を実施する。

 新料金制度を導入するため、施設更新費用や今後の料金収入を把握した上で
精緻に財政シミュレーションを実施する。

令和5年度

6/2

新料金制度

議会へ報告

令和7年度

議会

施設更新計画

工水利用者

目
標

新
料
金
制
度
導
入

素案

答申と再調査の説明

議案提出

5/29

契約手続き

需要の再調査

調査結果反映

結果反映

更新費用等を反映した財政シミュレーション
条例改正手続き等

令和6年度

策定

対話の機会
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